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国
語
資
料
と
し
て
み
た
高
瀬
学
山
の
明
律
注
釈
書
に

つ
い
て

柏

原

卓

は
じ
め
に

高
瀬
学
山
は
江
戸
時
代
中
期

の
儒
者
。
紀
州
藩
医
の
子
。
通
称
は
忠
兵
衛
、

作
右
衛
門
、
名

は
忠
敦
、
字

は
希
撲

(喜

朴
)
、
学
山

は
そ
の
号
、
松
庵
と
も

号
す
。
初
め
父

の
跡
目
を

つ
い
で
藩
医
と
し
て
出
仕

し
た
が
、
江
戸

の
林
家

の

門

で
程
朱
学
を
研
鎖
し
、
律
学
を
能
く
し
て
、
後
に
藩
の
儒
官
と
な

っ
た
。
五

代

藩
主
徳
川
吉
宗

(後

に
八
代
将
軍
)

の
信

任
を
受

け
、
紀
州
藩

の
明
律
研
究

に
お
い
て
榊
原
篁
洲
と
並
ん
で
双
壁
と

さ
れ
た
。
明
律

の
疑
義

に

つ
い
て
荻
生

祖
裸
と
往
復
し
、
江
戸
町
奉
行
大

岡
越
前
守
忠
相

に
聴
訴
の
要
を
説

い
た
。
寛

延
二
(
9471

)
年
深

年
八
十
二
。

明
律

は
中
国

明
朝

の
刑
法

典
で
あ

る
が
、
我
国
近
世

に
お
い
て
幕
府
や
諸
藩

の
法
制

の
手
本

と
さ
れ
、
研
究
も
盛
ん
に
行
わ
れ
た
た
め
、

明
律
注
釈
書
類

・

和
解
本

類
も
多

い
。

そ
の
代
表
的

な
も
の
に
、
紀
州
藩

の
榊
原

篁
州

の

『
大
明

律
例
諺

解
」
三
十
巻
、
同
じ
く
高
瀬
学
山

の

「
大
明
律
例

訳
義
』
十
四
巻
、
「大

明
律
例

詳
解
」
三
十

一
巻
、
荻
生
北

漢

(物
観
)

の

「
明
律

訳
』

三
十
巻
、

荻

生
祖
篠
の

「
明
律
国
字
解
」
十

一
冊
、
あ

る
い
は
岡
白
駒

「
明
律
訳
注
」
九
巻

等
が
あ
る
。

こ
れ
ら
明
律
注
釈
書

の
国
語
資
料
と
し

て
み
た
性
質
を
検
討
し
て

い
き
た
い

が
、
本
稿

で
は
高
瀬
学
山

の
も
の
を
取
り
上

げ
る
事

と
す

る
。

こ
こ
で
言
う
明
律
注
釈
書

は
、
明
律
を

日
本
語
で
注
釈
し
た
も

の
で
、

訓
読

・
語
釈

・
全
訳
の
要
素

の
い
ず
れ
か
又

は
全

て
を
含
む
も

の
で
あ
る
。
そ
れ
ら

は
、
点
本

(
訓
点
資
料
)

や
抄
物
と
同
様

の
言
語
行
為

か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で

時
代

は
異

る
が
言
語
面
で
似
た
点
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
高
瀬
学
山

の
こ
の

意
味

で
の
明
律
注
釈
書

に
は
、
前
記

『大

明
律
例
訳
義
』

『大
明
律
例
詳
解
』

の
他
、
朝
鮮
板
明
律

(直
解
本
)

へ
の
加
点
本
が
あ
る
。

な
お
、
学
山
著
と
の
蹟

を
も

つ
紀
州
藩
文
庫
蔵

「大

明
律
解
』
三
冊
は
、
荻
生
祖
櫟
著
と
伝
え

る

「
明

律
考

』
と
異
名

同
書

で
あ

る
が
、

こ
れ

に
つ
い
て
も
言
及
し
た
い
。

各
資
料

の
検
討

に
入

る
前

に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
成
立
事
情
を
考
え
る

一
助
と
し

て
、
学
山

の
事

跡
を
中
心

に
、
紀
州
藩
と
護
園

の
明
律
研
究

の
略
年
表
を
示
し

て
お
こ
う
。
年
表

の
作
制

に
あ
た

っ
て
は
、
諸
先
学

の
研
究
と
り
わ
け
松
下
忠

氏

『紀
州

の
藩
学
』
と
大
庭
修
氏

『江
戸
時
代

の
日
中
秘
話
』
を
参
照
さ
せ
て

い
た
だ

い
た
。

寛
文

八

高
瀬
学
山
生
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貞
享

元
禄

宝
永

正
徳

享
保

二四元三七二三二三五元五六七八九
十
三

学
山
、
紀
州
藩
医

の
跡
目
を

つ
ぐ

榊
原
篁
洲
、

紀
州
藩
儒

に
召
し
出

さ
る

紀
州
藩
主
光
貞

、
李

一
陽
に
鳥
井
春
沢

へ
の
律
学
指
南

を
命
ず

篁
洲
、
光
貞

の
命

で

『大

明
律
例
諺
解
』
起
稿

算
洲

「大

明
律
例
諺
解
』
脱
稿

徳
川
吉
宗
、
第

五
代
紀
州
藩
王
と
な

る

榊
原

篁
州
没

学
山
、
朝
鮮
板

明
律

に
加
点

榊
原
霞
洲

・
鳥
井
春
沢
、
「
大
明
律
例
諺
解
』
の
参
訂
な
る

吉
宗
、
学
山

に

「
大
明
律
諺
解
』
を
仰
付
け
、
霞
洲

に

も
参
加
を
命
ず

吉
宗
、
宗
家
を

つ
ぎ
、

将
軍
宣
下
を
下
さ
る

学
山
、
鈎
命

を
奉

り

「大

明
律
例
訳
義
』
を
著
す

吉
宗
、
幕
府

の
寄
合
儒
者
ら

に
研
究
を
命
ず

荻
生
北
渓

(物
観
)
校
点

「
明
律
』
な

る

右
刊
行

北
漢

「
明
律
訳
』
な
る

荻
生
祖
篠
没
、
こ
れ
以
前

「
明
律
国
字
解
」
な
る

十
六

元
文

五

寛
保

三

寛
延

二

神
宮
文
庫
本

「明
律
考
』
校
了

学
山
、
紀
州
藩
儒
者
の
席
に
加
え
ら
る

(家
譜
)

学
山

「大
明
律
例
詳
解
』
初
稿
本
な
る

高
瀬
学
山
没

朝
鮮
板
明
律
へ
の
加
点

学
山
が
系
譜
上
で
儒
官
に
な
っ
た
の
は
元
文
五
年
で
あ
ろ
が
、
先
哲
叢
談
後

篇
に
は

「有
徳
大
君

(吉
宗
)、紀
州
に
在
り
し
時
、
擢

で
て
儒
官
と
な
す
」

(原
漢
文
)と
あ
り
、
正
徳
二
年
に
は
朝
鮮
板
明
律

へ
の
加
点
を
行

っ
て
い
る
。

学
山
が
加
点
し
た
朝
鮮
板
明
律

(直
解
本
)
は
、
林
大
学
頭
家
の
本
で
現
在

は
内
閣
文
庫
の
所
蔵
で
あ
る
。
四
冊
本
で
、
そ
の
第
四
冊
末
尾
に
別
紙
が
綴
じ

こ
ん
で
あ
り
、
そ
こ
に
学
山
自
筆
で
次
の
よ
う
な
蹟
文
が
あ
る
。

法
律
於
国
家
猶
規
矩
於
匠
人
薬
餌
於
医
師
廃
之
則
」
錐
良
吏
弗
能
成
其
功

也
故
従
上
古
以
至
今
世
其
設
」
不
一
而
求
其
綱
挙
目
張
巨
細
靡
遺
軽
重
得

処
以
適
」
時
宜
飲
人
情
者
莫
若
明
律
是
以
後
之
談
律
者
悉
宗
」
其
書
　
然

其
書
都
是
吏
部
一
家
文
辞
固
非
潜
心
捜
」
索
則
或
不
能
得
其
隈
径
也
測
壮

歳
深
嗜
其
書
粗
得
」
其
解
不
奈
晩
年
轍
珂
衣
食
於
奔
走
而
未
有
能
勇
捜
」

深
索
以
卒
其
業
也

一
日
我
師
」
林
先
生
授
明
律
一
部
教
模
為
之
加
国
語
労

訓
目
不
才
」
豊
敢
当
其
任
但

師
命
所
及
無
由
逃
避
因
忘
其
固
」
随
敢
下

国
読
唯
学
力
浅
薄
識
見
随
隆
而
於
其
律
意
」
不
能
尽
其
薙
奥
以
大
恭
」
先

生
之
盛
意
此
襖
之
所
以
儲
喘
焉
而
深
恐
也

干
時
正
」
徳
二
年
龍
次
壬
辰

九
月
初
七
日

高
瀬
希
襖
謹
識
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印

は
、
上
が
陰
刻
朱

で

「
希
模
」
、
下
が
陽
刻

朱
で

「
松

庵
」
で
あ
る
。

内
容

は
、
明
律

の
す
ぐ
れ
て
い
る
事
、
し
か
し
役
所
用
語

の
吏
文

で
書
か
れ

て
い
る
た
め
理
解
が
難
し
い
事
を
述

べ
た
後
、
壮
年
時
代

に
深

く
律
学
を
嗜
ん

で
大
体

の
解
を
得
た
が
、

晩
年

に
生
活

に
奔
走
し
て
研
究
を
深

め
完
成

さ
せ
る

暇
が
無
か

っ
た
所
、

師
の
林
大
学
頭
か
ら
明
律

一
部
を
授
け
ら
れ
国

語
労
訓
を

付
す
よ
う
命

じ
ら
れ
た
の
で
、
浅
学
を
恐
れ

つ
つ
も
師
命

に
従

う
由
を
述

べ
て

い
る
。

正
徳
二
年

に
は
、
学
山
は
四
十
四
歳

で
あ
る
。

こ
の
加
点

は
、
藩
主
吉
宗

の

後
援
も
あ

っ
た

の
で
あ

ろ
う
が
、
あ
く
ま
で
林
大
学
頭

の
命

で
な
さ
れ
た
形
を

と

っ
て
い
る
。
吉

宗
に
抜
擢

さ
れ

て
明
律

の
研
究
を
命
じ
ら
れ
る
こ
と
は
あ

っ

て
も
、
系
譜
に
儒
者

の
席

に
加
え
ら
れ
た
旨
が
見

え
る
元
文
五
年
ま
で
は
、
正

式

の
儒
官

で
な
か

っ
た
と

い
う
事
か
。

さ

て
次

に
、
加

点
の
状
態
を
説
明
し
よ
う
。
践

に
言
う
国
語
労
訓

は
、
助
詞

.
助
動
詞

・
活
用

語
尾

・
形
式
名
詞
な
ど
を
片
仮
名

で
補

っ
た
も

の
が
ほ
と
ん

ど

で
、
語
幹
を
な
す
漢
字

に

ル
ビ
を
ふ
る
も
の
は
稀

で
あ
る
。

一
二
三
、
上
中

下
、

レ
な
ど

の
返
点
や
音
合
符
も
存
す
る
。

い
ず
れ
も
毛
筆
墨
書

で
あ
る
。
以

上

の
い
わ
ゆ
る
訓
点
の
他
、
朱

に
よ
る
誤
字

の
訂
正

や
、
欄
外

な
ど
に
漢
文
体

の
校
勘

の
書

き
込
み
も
あ

る
。
な
お
、
学
山

の
加

点
以
前

の
も
の
と

思
わ
れ
る

朝
鮮

の
吏
道

の
略
体

に
よ

る
助
辞

の
加

点
や
、
吏
道

の
正
体
を
交
じ
え
た
文
言

の
書
き
込
み
も
存

す
る
。

加
点
状
態

の
平
均
的

な

一
例
を
上
げ

て
み
よ
う
。

七
日
不
孝

謂
告
引
言

呪
司
罵
祖

-
父
母

父
リ
母
夫
之
祖

父
母
父
母

一
及
祖
父
母
父
母

テ

ニ
シ

ヲ

ニ
シ

ヲ

シ

ハ

リ

ル
「

テ

ノ

ニ

ラ

シ

シ

ヲ

在

別
レ
籍

異
レ
財
若
奉
養
有

レ
闘
居
二
父
母
喪

一
身
自
嫁
-
姿
若
作

レ
楽

釈
レ
服
従
レ
吉
聞
二
祖
父
母
父
母
喪

一
匿
不

レ
挙

レ
哀
詐
称
二
祖
父
母
父
母

死

一

(巻

一
、

五
丁

オ
～

ウ
)

ク

ハ

ホ

シ
ヒ

マ
・
ニ

マ
カ

ス

若

(六
オ
)

檀

(八

オ
)

聴

(八

ウ
)

こ
の
よ
う

に
、
片
仮
名

は
、
お
お
む
ね
補
助
的

な
部
分

に
使

わ
れ
て
お
り
、

分

量
も
仮
名
漢
字
ま
じ
り
の
全
訳

や
語
釈
に
比

べ
れ
ば
格
段

に
少

い
。
従

っ
て

語
形

の
認
定
が
困
難

な
場

合

(例

え

ば
、
在

・
詐

・
死
タ
リ
な
ど

は
音
便
形
か

非
音
便
形
か
等
)
も
多

い
。
ま
た
、
片
仮
名
が
表
記
し

て
い
る
、
あ

る
い
は
片

仮
名
と
漢
字
を
合
せ

て
判
読

で
き
る
日
本

語
は
、
文
語
文
法

に
従

っ
た
訓
読
調

の
も

の
で
、
近
世

口
語
の
要
素
は
見
出
し
難

い
よ
う

で
あ
る
。
そ
の
点
、
俗
語

や
口
語
文
法

の
要
素
を
含
ん
だ
、
他

の
明
律
注
釈
書

の
全
訳
や
語

釈

に
比

べ

て
、

や
や
興
味

に
乏
し

い
。

但

し
、
訓
読
資
料

と
し

て
見
る
時

に
は
別

の
位
置
づ
け
が
出
来

る
事

は
、
言

う
ま

で
も
な

い
。
林
家

の
訓
読
法
ど

の
対
照
、
あ
る

い
は
、
明
律

の
訓
読

に
お

け
る
榊
原
箪
洲

「大

明
律
例

諺
解
』
、
荻
生
北

漢
校
点

『
明
律
』
や
学
山
自

身

の

「
大
明
律
例

詳
解
』
等
と

の
比

較
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
細
か
な
例

で
あ

る
が
、

前

記

引

例

中

の

「
若
シ
バ
」
と

「
若
ク
ハ
」

の
二
重
語
形
併
存

や

「
ホ

シ
ヒ
マ
マ
」

の
仮
名
遣
な
ど
を
、
学
山

「大

明
律
例
訳
義
」
凡
例
第

六
条

の

「本

朝
に
か

な

つ
か
ひ

の
法

あ
り
訳
者
尤
其
学

に
う
と
し
定
め
て
誤
り
多
か

る

へ
し
し
か
れ
と
も
其

段
は
律
例

の
本
意

に
害

な
き
故
あ
な
か
ち
研
窮

し
て
求

る
事
は
せ
さ
る
な
り
」
と

の
記

述
と
結
び

つ
け
て
、
学
山

の
訓
読
態
度
な
い
し

規
範
意
識
を
考
察
す

る
、
等
と

い

っ
た
事
も
可
能

で
あ
ろ
う
。

二

大
明
律
例
訳
義

学
山

が
享
保

五
年

に

『大

明
律
例
訳
義
』
を
著
し
た
頃

の
事

情
に

つ
い
て
は

大

庭
修
氏

に
よ

る
、
松
下
忠
氏
前
掲
書
等

の
論
考

と
氏
独
自

の
調
査
と
に
基
く

考
証
が
あ
り

(前
掲
書

一
二
四
頁
以
下
)
、
従

う
べ
き
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
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そ
れ
に
よ
れ
ば
、

紀
州
藩
主
吉
宗

は
、
嶺
原

算
洲
著
、
同
霞
洲

.
鳥
井
春
沢
参

訂

「
大
明
律
例

諺
解
」
に
満
足
し
な
か

っ
た
ら
し
く
正
徳
五
年
、
学
山

に

「
大

明
律
」

の
諺

解
を
命
じ
、
霞
洲

に
も
参
加
を
命
じ
た
。
し
か
し
翌
享
保
元
年
、

吉
宗
は
八
代
将
軍

に
な
り
江
戸

へ
上

っ
て
し
ま

っ
た
。
よ
う
や
く
将
軍

の
地
位

に
落
ち
着

い
た
吉
宗

が
、
享
保

五
年
、
学
山

に
再
度
命

じ
て

「
大
明
律
例

訳
義
」

が

な

っ
た
。
そ

の
年
、

「名
家
叢
書
」
の

「
喜

朴
考
」

に
よ

れ

ば
、
学

山

は

し
ば
し
ば
吉
宗

の
下
問

に
答
え

て
お
り
、
鈎
命

を
奉

じ
て
二
月
か
ら
十

二
月
ま

で
か
け
て

「
大
明
律
例

訳
義
」
を
著
し

て
い
る
故
、
彼

は
江
戸

に
居

て
、
吉
宗

の
律
学

の
顧
問

で
あ

っ
た
。
以
上

で
あ
る
。
な
お
、
正
徳

五
年

の

一
件

に
つ
い

て
は
、
学
山
自
身
が

「大

明
律
例
詳
解
」

で
次

の
よ
う
に
言

っ
て
い
る
事

を

つ

け
加

え
て
お
く
。

今
朝

(将
軍
吉
宗
)
在
紀
藩
大

二
玄
輔

(榊
原
篁
洲
)
力
説

ヲ
是
ト

セ
ズ

撲

二
命

シ
テ
諺
解

ヲ
校
正

セ
シ
ム

ル
其
説

ヲ
刊

ラ
シ
ム
詳

ナ

ル
コ
ト
撲
力

唐
律
諺
解

二
載

ス
故

二
今
此

二
不
記

「大

明
律
例

訳
義
」
十
二
巻
首
末
各

一
巻
は
、
原
本

と
さ
れ

る
本
は
報

告
さ

れ

て
い
な

い
が

(紀
州
藩
文
庫
本

を
自

筆
草
稿
本
と
す
る
説
も
あ

る
が
、
異
本

の
校
合
や
、

一
丁
分

の
重
複

を
含
む
な
ど
、
疑
わ
し

い
)
、
転
写
本
は
か
な
り

多
く
あ
り
、
肢

に
次

の
よ
う
に
あ
る
。

大
明
律
例
十
三
巻

恭
奉
鈎
命
始
筆
於

二
月
初
旬
皐
工
於

十
二
月
仲
旬

干
時
享
保
五
年

庚
子
歳
也

高
瀬
喜
朴
謹
識

右

の
鈎
命
と
は
、
大

庭
氏

の
如
く
、
将
軍
吉
宗

の
下
命
と
考
え
て
よ
い
。
将

軍
家

の
紅
葉
山
文
庫

に
は
、
清
書
本
と
み
ら
れ
る
美
本
が
納
め
ら
れ
て
お
り
、

内
閣
文
庫

に
現
蔵
さ
れ

て
い
る
。

本
書

の
体
裁

に
つ
い
て
は
、
松
下
氏
前
掲
書

の
記
述
が
簡
に
し

て
要
を
得
て

い
る
の
で
引
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。

「
本
書

の
体

裁
は
首
巻

に
律
大

意
、

訳
義
凡
例

、
目
録

(全
巻

の
)
を
お
き
、
律
大
意

に
は
律
例
箋
釈

の
引
用
十

五

ケ
条
、
大
学
街
義
補

の
引
用
九

ケ
条
、
前
漢
書

の
引
用
五
ケ
条
、
唐
書

の
引
用

三
ケ
条
、

孟
子

の
引
用
二
ケ
条
、
書

経

・
周
礼

・
論
語
の
引
用
夫

々

一
ケ
条

が

あ
る
。
本
文

の
各
巻

は
先
ず
各
巻

の
目
録
を
載
せ
、
本
文

は
大
明
律

の
原
文
を

示
さ
ず
、
直
ち

に
和
解

に
は
入

っ
て
い
る
。
和
解
は
簡
潔
で
、
必
要
な
用
語
は

二
行

の
割
注
を
以
て
そ
の
意
味
を
説
明
し
て
い
る
が
、

一
切
引
用
書
を
示
し
て

い
な
い
点
は
後
世

の
研
究
者

に
と

っ
て
は
不
便

で
あ
る
。
末
巻

は
罪
名
な
ど
を

総
括
的

に
説
明
し
た
も
の
で
あ
る
。
」

一
つ
だ
け
付
け
加

え
る
と
、
表
記
は
、

目
録
を
除
き
平
仮
名
漢
字
ま
じ
り
で
あ
る

(首
巻
律
大
意

に
所
引

の
漢
籍

も
読

み
下

し
乃
至
和
解
し
て
あ

る
)
。
な
お
、
前
記

の
紅
葉
山
文

庫
旧
蔵
本

(内

閣

文
庫
目
録

に

「
来
歴
志
著
録
本
」
)

に
は
為
文
中

の
漢
字

に
平
仮
名

の
総

ル
ビ

が
ふ
ら
れ

て
い
る
。

ニ
ー

一

次

に
、
本
書

の
言
語
資
料
と
し

て
の
性
格
を
考
え
る
上

で
重
要

な
内
容
を
も

っ
た
、
凡
例
六

ケ
条
を
検
討

し
よ
う
。

(
以
下

「大

明
律
例

訳
義
』
は
紀
州
藩

文
庫
本

)
訳
義
凡
例

一
、
漢
文
を
訳
し

て
倭
文

に
な
す
時
文
長
く
成

て
し
か
も
義

の
聞

へ
か
た
き

所
は
漢
語
を
其
儘
用
ひ

て
下

に
意
を
注
す

一
、
訳
文
長
く
詞

い
や
し
き
事

の
み
多
し
本
よ
り
律

の
意
を
失
は
し
と
す

る

ま

て
に
て
文
章

の
工
拙
か

へ
り
み
さ
る
処
な
り

一
、
委
細

に
吟
味
す

る
と
は
奏

聞
を
訳
し
た

る
也

坪
明
と
は
発
落

の
字

を
訳

し
た
る
也
賊

と
な
し
高

に
よ
り
て
罪

に
行

ふ
と
は
坐
臓

の
罪
を

い
ふ
又
直

に
坐
賊
を
以

て
論
す
と
も
云
此
類
多

し

一
、

厘
語
を
し
ら
さ
れ
は

一
時
律
を
尋
ね
か
た
し
夫
故

に
漢

語
を
其
儘
用
ひ
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て
大
意
を
注

に
述
る
事
を
す

一
、
官
名

の
類
も
た

ゝ
今

日
明
し
や
す
き
や
う
に
訳
す

る
の
み
定

め
て
本
朝

の
別
と
適
当
せ

さ
る
事
も
多

か
る

へ
し

一
、
本
朝

に
か
な

つ
か
ひ
の
法
あ
り
訳
者

尤
其
学

に
う
と
し
定

め
て
誤
り
多

か
る

へ
し
し
か
れ
と
も
其
段

は
律
例

の
本
意

に
害

な
き
故
あ
な
か
ち

研
窮

し
て
求

る
事
は
せ
さ
る
な
り

各
条

の
内
容
は
、

こ
の
ま
ま
理
解
で
き
る
条
も
あ

る
が
、
本
文

の
実
態
を
併

せ
見

て
よ
り
よ
く
理
解

で
き
る
条
も
あ

る
。
よ

っ
て
、
本
文

の

一
例

と
、
対
応

す
る
律
文
と
を
次
に
示
す
。
律
文
は
内
田
智
雄
・
日
原
利
国
両
氏
の

縮

定

本

明
律

国
字
解
」

に
収
め
ら
れ
た
、
物
観
本
明
律

に
従
う
。

盗

二
制

書

一

ム

ノ

ノ

ヲ

ハ

決

ム

凡
盗

二
制

リ
書

及

起

-
馬
御

リ
宝

聖
リ
旨

起

リ
船
符

-
験

一者

皆

斬

○

盗

二
各

-
衙

-

ノ

ノ

ヲ

ス

ヲ

シ

ス
ル

ル

門
官
文
書

一者
皆
杖

一
百

刺

レ
字
若
有

レ
所

二
規
避

一者
従

レ
重
論
事
干
二
軍

-
機
銭
-
糧

一者
皆
絞

(
巻
十
八

刑
律

賊
盗
)

盗
二
制
書

一

沃
子
の
言
を
制
と
云
制
書
は
勅
副
の

難
を
さ
す
之
そ
れ
を
ぬ
す
む
を
い
ふ

お
し
た
る
聖

旨
を
出
す

凡
天
子
の
御
宝
鋤
蛛
の
す
は
り
た
る
制
書
及
ひ
起
馬
御
宝
聖
旨

起
船
符
験

盗
む
も
の
は
い
つ
れ
も
罪
に
行

ふ
な
り

諸
所

の
衙
門
よ
り
出
す
処
公
儀
の
事
に
か
か
り
た
る
文
書
を
盗
む
者
は
杖

一
百
尤
刺
字
を
免
す
若
其
身
に
罪
有
故
そ
れ
を
い
や
に
お
も
ひ
さ
け
の
か

れ
た
く
お
も
ふ
て
ぬ
す
む
者
は
両
方
の
罪
を
引
合
て
い
つ
れ
な
り
と
も
重

き
方

に
し
た
か
つ
て
つ
み
に
お
こ
な
ふ
へ
し
其
文
書
の
事
は
軍
の
手
は
つ

つ
の
事
か
又
銭
糧
等
の
事
な
れ
は
其
盗
た
る
者
を
何
れ
も
絞
罪
に
行
ふ

(巻
八
)

路
を
行
者
は
伝
馬
船
」

を
壮
す
柱
し
る
し

お
り

道
申
伝
馬
を
給

る
に
は
御

右

の
例

と
、
前
掲

の
凡
例
を
併
せ

て

見

る

と
、
凡
例
第

一
条

は
、
顯
語

の

「
盗
制
書
」

や
和
解
文
中

の

「
御
宝
」
「
起
馬
御
宝
聖
旨
」
「起
船
符
験
」

に
付

さ
れ
た
二
行
割
注

に

つ
い
て
の
言
と
考

え
ら
れ

る
。
割
注

は
語
釈
を
し
た
も
の

で
、

凡
例

に
言
う
如

く
、

訳
文
が
長
く
複

雑
に
な
る
の
を
避

け
て
付
さ
れ
た
も

の
で
あ

る
。

次

に
、
第

二

・
第

三
を

と
ば
し
て
第

四
条
を
考
え

て
み
る
。
題
語
と
は
、
右

の
例

で
は

「
盗
制
書
」
が

そ
れ

で
、
明
律

の
各
箇
条

の
名
目

の
こ
と

で
あ
る
。

そ
の
全
体

の
目
録
が
首
巻

に
、
巻
毎

の
目
録
が
各
巻
首
に
あ

っ
て
、
題
語
を
知

れ
ば
律
中

の
位
置
を
索
め
ら
れ
る
仕
組

に
な

っ
て
い
る
。

そ
の
題
語
を
漢
字

の

ま
ま
掲
出
し
、

「大

意
を
注

に
述
る
事
を
す
」
と
、
言

っ
て
い
る
が
、

「大
意

を
注
」
し
た
実
態

は
、
右
引
例

で
律
文
と
比

較
す
れ
ば

明
ら
か
な
よ
う
に
、
律

文

の
和
解
あ
る
い
は
広
義

の
和
訳

・
全

訳
と
呼
び
得
る
も

の
で
あ
る
。

但
し
、
そ

の
訳
し
方

は
理
解
を
行
き
届
か
せ
る
た
め
に
、
あ
る

い
は
補

い

(制

書
↓
〈
天
子

の
御

宝
の
す

は

り

た

る
V
制
書
、
干
軍
機
銭
糧
者
皆
絞

↓
〈
其

文
書

の
事
は
V
軍
の
手

は
つ
の
事

か
又
銭
糧

の
事

な
れ

は
〈
其
盗
た
る
者
を
〉

何
れ
も
絞
罪

に
行

ふ
)
、
あ
る

い
は
語
釈
し

て

(
若
有

レ
所

二
規
避

一者

↓
若
其

身

に
罪
有
故

そ
れ
を

い
や
に
お
も
ひ
さ
け
の
か
れ
た
く

お
も

ふ
て

ぬ

す

む

者

は
)
、
分
量
が
増

し
て
い
る
場
合

が
少
く
な

い
。
凡
例
第

二
条

に

「
訳
文
長
く

…
…
本
よ
り
律

の
意
を
失
は
し
と
す

る
ま

て
に
て
文
章

の
工
拙
か

へ
り
み
さ
る

処

な
り
」
と
あ
る
所
以

で
あ
る
。

以
上
を
要
す
る
に
、
本
書

の
本

文
は
明
律
注
釈
書

の
三
要
素

の
中
、
全

訳
と

語
釈
と
を
備

え
た
も

の
で
あ
る
。

語
釈

は
全
訳

の
本
行
中
と
割
注
と
に
見
ら
れ

る
。次

に
、
凡
例
第

二
条

の

「
訳
文
長
く
云

々
」

の
部
分

は
既

に
引

い
た
が
、
省

略
し
た
箇
所

に

「詞

い
や
し
き
事

の
み
多
し
」
と
あ
る
。
律
意
を
顕
す

た
め

に
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直
訳
以
上

に
語
を
補

い
、
俗

語

の
使
用
も
多

い
と

の
趣
旨

で
あ
る
か
ら
、
国
語

資
料
と
し
て
注
目

さ
れ

る
内

容
で
あ
る
。

第

三
条

は
、
語
例
を
上
げ
て
訳
し
方
を
述

べ
る
。
あ

て
ら
れ
た
訳
語
は
、

日

本

語
と
し
て
或
程
度

こ
な
れ
た
も

の
と
見
ら
れ
る
。
但

し

「
坐
賊
」

の
訳
の
如

く
、
和
解

の
程
度

の
違
う
も
の
が
混
在
し
、
し
か
も
此
類
多
し
と
あ
る
点

は
、

注
意
せ
ね
ば

な
ら

な
い
。

第

五
条
、
官
名

の
類
な
ど
彼
我

の
文
物

に
差
異
あ

る
事

の
指
摘
、
第
六
条
、

律
意
を
主

と
し
て
彼
名
遣
法

は
あ

な
が
ち
研
究
し
て
求
め
な

い
事

の
表

明
も
、

見
逃
せ
な

い
。

二
ー

二

「大

明
律
例
訳
義
』

の
言
語
に

つ
い
て
、
国
語
学
的

に
深
く
立
ち
入

っ
て
述

べ
る
事

は
別

の
機
会

に
ゆ
ず

る
事
と
し

て
、
主
要

な
特
徴

に
つ
い
て
次

に
述

べ

る
。
テ
キ

ス
ト
は
紀
州
藩
文
庫
本

に
よ

る
。

ま
ず
全
体
か
ら
言
う
と
、
文
法

は
お
お
む
ね
文

語
文
法

に
従

い
つ
つ
、
ま
ま

口
語
文
法
ま
た
は
後
世
的

語
法
を
ま
じ
え
、
語
彙
は
近
世

語
ら
し

い
も
の
が
相

当
多
く
見
出

さ
れ

る
。
以
下
、
文
法
か
ら
述

べ
て
行
く
。

音
便
形

は
か
な
り
見
ら
れ
る
が
、
規
則
的

に
現
れ
る
の
で
は
な
く
非
音
便
形

と
混
在

し
て
い
る
。
送
り
仮
名
が
短

い
た
め
に
音
便

・
非
音
便

の
判
定

で
き

ぬ

場
合
も
多

い
が
、
送
り
仮
名

や
仮
名
書
き
例

に
よ

っ
て
判
定

で
き

る
場
合

も
多

い
。
音
便
形
は
、
力
行
イ
音
便

(相
背
ひ

て
、
背

ひ
て
等
)

ハ
行

ウ
音
便

(あ

ふ
て
、
言
ふ
た
る
、
仕
廻

ふ
て
、
行

ふ
て
等
)

タ
行

ラ
行
促
音
便

(捌

っ
て
、

打

っ
て
、

に
よ

っ
て
、
よ

っ
て
等

)
の
外
、
ま
れ
に

ハ
行
促
音
便

(
し
た
か

っ

て
)
も
あ
る
。
サ
行

イ
音
便
、
バ

・
マ
行

ウ
音
便

、
搬
音
便
、
形
容
詞

の
音
便

は
見

え
な

い
よ
う
で
あ
る
。
前
述

の
如
く
非
音
便

形
も
混
在

し
て
お
り
、
音
便

形
が
活
用
形

の

一
つ
に
な
り
き

っ
て
規
則
的

に
現
れ
る
ロ
語
文
法
と
比

較
す
れ

ば
、

い
ま

だ
文
語
文
法

の
制
約

の
及
ん
で
い
る
も

の
と
言
え
よ
う
。

助

詞
は
、

ほ
ぼ
文
語
文
法

に
従

っ
て
い
る
が
、
時
折
り

口
語
文
法
特
有

の
も

の
が
見

え
る
。

・
順
接

の
接
続
助

詞

「
と
」
。

「
一
篇
出
来
す

る
と
度

々
に
献
上
し
御
覧

に

供

る
や
う

に
す
。
」

(律
大
意
)
。
同
じ
意
味
を
表
す
文

語
文
法

の

「
己
然

形
十
ば
」

の
形
も
多

い
。

・
仮
定

形
接
続

の

「
ば
」
。

「
～

の
親
類
は
も
し
罪
あ
れ
は
議
し

て
み
た

り
に
刑
罪

に
は
行

は
さ
る
也
。
」

(名
例
律
、
八
議
)
。

こ
れ
も
同
時

に

文

語
文
法

の

「未
然

形
十
ば
」
が
多

く
見
ら
れ

る
。

・
並
立
助
詞

「
な
り

(也

・
之
)
」
。

「
京

に
居
る
軍
丁
等

の
定

て
頭
も
な

く
当
分
勤
も
な
き
者
也
ま

た
は
例

に
お
ゐ
て
燵
事

の
な
ら
ぬ
老
は
」

(問

刑
条
例
、
名
例

五
刑
)
。

い
副
助
詞

「
き
り
」
。

「
子
あ
れ
は
そ
れ
き
り

に
し

て
重
て
妾
を
を
く
事

を

ゆ
る
さ
す
」

(問

刑
条
例
、
名
例

応
議
者
犯
罪
)
。

・
副
助
詞

「
や
ら
」
。

「
又

は
孕
み
た
る
女
を
手
前

に
呼
入

寵
愛
し

て
誰
か

子
な
る
や
ら
知
れ
さ
る
や
う
な

る
事
を
し
て
」

(同
右

)

助
動

詞
は
、

口
語
文
法
特
有

の
も

の
が
ほ
と
ん
ど
見
当
た
ら
な
い
。
せ

い
ぜ

い
次

の
類

程
度
ら
し

い
。

・
願
望
の
助
動
詞

「
た
し
」
。

「其

身
に
罪
あ

る
故
そ
れ
を
い
や
に
お
も
ふ

て
さ
け
の
か
れ
た
く
お
も
ふ
て
ぬ
す
む
者

は
」

(刑
律
賊
盗
、
盗
制
書
)

「
た
し
」

は
中
世

以
降
の
語
で
あ
る
。

・

「
べ
し
」

の
終
止
形
以
外

へ
の
接
続
。

「吟

味

を

と

け

(
遂
げ
)

へ
し

と
」

(名
例
律

軍
官
有

犯
)
。
「
べ
し
」

は
口
語
助
動
詞
で
は
な
く
、
現

代
文
章

語
で
も
終
止
形
接
続

で
あ
る
が
、
中
世
以
降

の
後
世
的

な
接
続
法

と

い
う
意
味

で
こ
こ
に
掲
げ
た
。
文
語
文
法

に
従

っ
て
文
語

の
終
止
形

に
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接
続
す
る
例

の
方

が
多

い
。

用
言
は
文

語
文
法

に
従

っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
動

詞

に
お
い
て
は
幾

つ
か
後

世
的
語
法

な
い
し
口
語
文
法

に
従
う
も

の
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
前
述
し
た

「
仮

定
形
」

「助
動
詞

べ
し
と
終
止
形
以
外
と

の
接
続
」
の
外

に
、

「
ハ
行
動
詞

の

ヤ
行
化

(教

ゆ
る
、

こ
し
ら
ゆ
る
等
)
」

「
二
段
活

用
の

一
段
化

(
治
め
る
等

)
」
が
あ
る
。

二
段
活
用
は
、
文

語
文
法
と
同
様

に

一
段
化

し
な

い
例
が
多

い
。

な
お
形
容

詞

に
も

「
仮
定
形
」
が
見

ら
れ

る
。

「
も
し
婦
人

の
過
代

に
銀
を
出

す
事

の
な
る
者

又
は
命
婦
又
は
軍
官

の
本
妻
其
外
例

に
お
ゐ
て
答
杖
す

る
こ
と

の
な
ら

ぬ
者
罪
を
犯
し
其
過
代

に
銭

紗
を
相
ま
せ

て
お
さ
む

へ
き
所

に
そ
の
国

に
本
よ
り
銭
も
紗
も
な
け
れ

は
銭
紗

の
代

り
に
銀
を
出

さ
す
る
な
り
。
」

(
問

刑
条
例
、
名
例
五
刑
。
割
注

は
略
)
。

次

に
語
彙

に
つ
い
て
言

う
と
、
語
彙

に
は
色

々
と
近
世
的

な
も

の
が
見
出

せ

そ
う
で
あ

る
。

「
日
本
国
語
大
辞
典

』
に
近
世
な

い
し
中
世
以
降

の
用
例
を
多
く
載
せ

て
あ

る
、

「
つ
も
る

(値
段
を

み

つ
も
る
意
)
」

「
底

(
様
子

の
意
。
中
国

の
近
世

口
語
か
ら
)
」

「
は
ず

(
そ
う
な

る
必
然

、
道
理

の
意
)
」

「
わ
け

(子
細
、

理
由
の
意
)
」

「～

な
り

(～

の
ま
ま
の
意
)
」
と
言

っ
た
語
は
そ
れ
と

か
さ

し
て
、
同
辞
典

に
掲
出

さ
れ

て
い
な

い
連
語
、

「
嵩
よ
り
押
す
」
「
私
欲
を
す
」

等
も
見
逃
せ
な

い
。

連

語

で

は
、

「動

詞
+
こ
と
+
な
る

(能
力
、
可
能
。

～

す

る
事
が
で
き
る
の
意
)
」

「
居
体

言
+
主
格

に
立
ち
得
る
助
詞

+
な
る

は
ず

(同
前
)
」

「
動
詞
+
べ
き

+
筈
」
等

が
、

口
癖

の
如
く
頻
出

す
る
が
、

こ
れ

ら
も
近
世
的
な
も

の
か
と
思
う
。

な
お
、
近
世
的

と
か
近
世
語
と
言

っ
て
も
、
直
接

に
は
文
章

語
と
し

て
前
代

ま
で
或
は
前
後

の
時
代
と
異

っ
て

い
る
と
言
う
事

で
あ

っ
て
、

口
語
性

の
程
度

は
区

々
で
あ
ろ
う
。

明
律

の
全
訳
と
語
釈
か
ら
な
る
本
書

の
場
合
、
翻
訳
調

の

語
彙

・
語
法

や
臨
時

の
造
語
の
混
入

に
も
留
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

三

大
明
律
例
詳
解

享
保
五
年

に
学
山
が

『大

明
律
例
訳
義
』
を
著

し
て
、
さ
ほ
ど
間
を
お
か
ず

護
園

の
明
律

研
究
が
目
立

っ
て
来

る
。
将
軍
吉
宗

の
命

で
、
荻
生
北

漢
が
校
点

明
律
を
作

り

(同
七
年
)
翌
年
官
刻

さ
れ
、
副
産
物
と
し

て
北

漢

『
明
律
訳
』

(同
九
年

)
祖
裸

「明
律
国
字
解
」

(同
十

三
年
以
前
)
が
成

っ
て
い
る
。

学
山
は
、
吉
宗

の
法
律
顧
問

か
ら
紀
州
藩

の
務

め
に
戻

っ
た
か
と
推
定

さ
れ

、
学
山

の
子
息
が
認
め
た
系
譜
に
よ
れ
ば
、
藩
主
宗
直
公

の
時
、
享
保
十

四
年

に
世
子
宗
将

の
読
書
御
相
手
と
な

っ
た
事
、
元
文
五
年
儒
者

の
席

に
加
え
ら
れ

た
事
が
知
ら
れ
る

(松
下
氏
前

掲
書

一
二

一
頁
参
照
)
。

「
大
明
律
例
詳
解
』
が
成

っ
た
の
は
、
そ

の
三
年
後

の
寛
保

三
年

お
よ
び
更

に
翌
年

の
廷
享
元
年

で
あ
る
。

「
南
紀
徳
川
史

』
寛
保
三
年
癸
亥

に

「
是
歳
高

瀬
希
朴
著

ス
所

ノ
大
明
律

詳
解
成

テ
之

ヲ
献

ス
」
と
あ
り
、

「
国
書
解

題
』

に

「
廷
享
元
年
甲
子

の
自
序
同
二
年

の
林
信
充

の
序
あ
り
」
と
あ
る
。

現
在
所
在

の
知
れ

る
伝
本

は
、
内
閣
文
庫
蔵
の
学
山
自
筆
稿

本
三
十

一
巻

の

み
で
あ
る
。

こ
の
本
は
、
林
大
学
頭
が
管
掌
し
た
昌
平
坂
学
問
所

か
ら
新
政
府

に
引
き
継
が
れ

て
現
在

に
到

っ
た
本

で
あ
る
。
そ
の
自
序
と
践

に
次

の
よ

う
な

日
付
が
あ
る
。

・
撲
作
大

明
律
例
詳
解
凡
三
十

一
巻
起
稿
於
去
年
癸
亥
之
夏
畢
業
於
今
藪
甲

子
之
脳
月

(後
略
)

廷
享
元
年
甲
子
臓
月

(自
序
)

・
右

詳
解
始
筆
正
月
廿
九
日
畢
業
八
月
六
日
」
干
時
」
寛
保
三
年
丁
亥
八
月

六
日

(肢
)

稿
本

に
成
立

に

つ
い
て
の
二
重
の
日
付
が
あ
る

の
も
変
だ
が
、
内

閣
文
庫
本
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を
第

二
次
稿
本
、
前
年
寛
保

三
年

に
成

っ
て
紀
藩
主

に
献
上
さ
れ
た
本
を
第

一

次
稿

本
と
考
え
れ
ば
矛
盾
し
な
い
。
し
か
も
第

一
次
稿
本
が
曽

て
存
在

し
た
証

拠
も
あ

る
。
明
治
四
十

一
年

の

「南
葵
文
庫
蔵
書

目
録
』
と
、
蔵
書
中

の
紀

藩

士

著
書

の
目
録

「
紀
藩
士

著
述
目
録
』

(同
年
)

に
、

「大

明
律
例

詳
解
』

三

十

一
巻
が
あ
り
、
後
者

に
転
写
本

と
区
別
し

て

「
正
本

」
と
認
め

て
あ
る
故
、

寛
保
三
年

献
上
本

と
認
め

て
よ
く
、
同
年
正
月
廿
九
日
か
ら
八
月
六
日
ま
で

(

内
閣
文
庫
本
践
)
か
か

っ
て
第

一
次

の
稿
本
と
し

て
成

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

南
葵
文
庫

の
蔵
書
は
そ
の
後
、
多
数
が
東
京
大
学
図
書
館

に
移

っ
た
が
、
同
館

の
原
薄

(大
正

二
年

版

「南
葵
文
庫
蔵
書
目
録
』
)

で
は
、
本
書
を
始
め
明
律

注
釈
書
類

の
条
は
赤
線
が
施

さ
れ

「
所
在

ナ
シ
」

と
記
さ
れ

て
い
る
由
で
、
南

葵

文
庫
で
目
録

が
出
来

て
以
後

の
行
方
が
知
れ
ぬ

の
は
残
念

で
あ
る
。

満
年
齢

で
七
十
四

・
五
歳

に
な

っ
た
学
山
が
、
高
齢
を
意
識
し
て
畢
生

の
研

究
を
ま
と
め

て
お
く
た
め

に
、
ま

た
恩
義
あ
る
藩
主
と
林
大
学
頭

に
報

る
た
め

に
二
部

の
稿
本

の
筆
を
執

っ
た
も

の
で
あ
ろ
う
。

次

に
、
本
書

の
体
裁
を
内
閣
文
庫
本

に
よ

っ
て
記
す
。
序

・
総
目

一
巻
、
律

例

詳
解

二
十

一
巻
、
問

刑
条
例
詳
解
九
巻

の
全

三
十

一
巻
。
序
は
、

廷
享

二
年

の
林
信
充

の
序
と
廷
享
元
年

の
自
序
が
あ
り

(
署
名

の
後

に
二
個
ず

つ
の
朱
印

あ

り
)
、
最
終
巻
末
葉

に
践
が
あ

る
。
本
文
は
、
律

・
条
例

の
訓
読
、

語
釈
、

全

訳
を
備
え

て
い
る
。
引
証
の
漢
文
も
多

い

(
訓
点
あ
り
)
。
語
釈

・
全
訳

の

部
分

に
は
、
律

・
条
例
中

の
語
句
を

四
角

の
枠
で
囲

ん
で
小
見
出

し
と
し
て
あ

る
。
本
文

の
か
か
る
体
裁
は
、
紀

藩
榊
原
算
洲

の

「大

明
律
例
諺
解
』
に
な
ら

っ
た
も

の
と
見

ら
れ

る
。

一
方
、
問
刑
条
例

を
律

と
別

に
し
て
集
め
た
の
は
、

荻
生
北

漢

の

「
校
点

明
律
」

の
特

色
で
、

そ
れ

に
な
ら

っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の

事
は
学
山
自

身
が

「
今
板
本

二
律

ト
条
例

ヲ
別

二
彫
刻

ス
ル
ニ
因

テ
初
学

ノ
為

メ

ニ
板
本

ノ
通
リ
問
刑
条
例

ヲ

一
所

ニ
ア
ッ
メ
テ
註

ス
ル
也
」

(巻
之

二
十

二
、

一
丁
裏
)
と
明
言
し
て
い
る
。
以
上

か
ら
、
本
書

の
体
裁
は
紀
藩
式
と
護
園
式

の
折
衷

と
言
え
る
。

折
衷

と
言
え
ば
内
容

も
し
か
り

で
、
紀

藩
の
篁
洲

「諺

解
』
と
護
園

の
祖
擁

「
国
字
解
』

の
文
言
が
、
大
量

に
取
り

こ
ま
れ
て
い
る
。
適
当

と
判
断
し
た
部

分

は
長

短
に
か
か
わ
ら
ず

一
々
断
ら
ず

に
本
文

に
織
り

こ
ん
で
あ

る
。
巻

一
名

例
律

の
五
刑
、
十
悪
、
八
議

の
条

の
如

き
は
、
両
書

の
切
り
継
ぎ

の
連
続

で
、

他

に
引
証

の
漢
文
を
追
加
し
て
あ
る
が
、
学
山
自

身
の
文
言
は
皆
無

に
近

い
。

こ
れ
は
極
端
と
し
て
も
、
他

の
部
分

に
も
両
書

の
文
言
が
非
常
に
多

い
。

引
用

に
当

っ
て
、
意
味

の
変
ら
な
い
範
囲

で
文

言
の
軽
微
な
差
違
が
存
す

る

・
吏
律

天
下

ノ
官
吏
選
授
勲
封
考
課
等

ノ
事

凡

ソ
吏
部

ノ
掌
リ
治

ル
ニ
係

ル
者

ヲ
総
テ
吏
律
ト
云
〈
以
上

「
諺
解
』
か
ら
V
総

シ
テ
明
朝

ニ
ハ
吏
部

戸
部
礼
部
兵
部
刑
部
工
部

ト
云
六
官

ヲ
立
テ
天
下

ノ
政
事

ヲ
六

ッ
ニ
分

ケ

テ
治

メ
シ
ム
ソ
レ
ニ
ョ
ソ
ヘ
テ
律

ヲ
モ
吏
律
戸
律
礼
律
兵

律
刑
律

工
律

卜

六

ツ
一一
ワ
ケ
テ
類

ヲ
ヨ
セ
タ
ル
マ
テ
ノ
事

ナ
リ

ア
ナ
カ

チ

ニ
吏
律

ハ
吏
部

ノ
職
掌
戸
律

ニ
ハ
戸
部

ノ
職
掌
ト

ハ
思

フ
ベ
カ

ラ
ズ
此

ノ
吏
律

ノ
初

メ

ニ

ア

ル
選
二
用

ス
ル
軍
職

一

コ
ト

ハ
官
職

ノ
方

ニ
テ

ハ
兵
部

ノ
司

ナ
リ

律

ノ

方

ニ
テ

ハ
類

ヲ
ヨ
セ
テ
官

ヲ
選
ム

コ
ト

ハ
皆
吏
律

ヘ
カ
タ
ヨ
セ
タ
ル
ナ
リ

其
外

モ
此
類
多
キ
ナ
リ
〈
以
上

『国
字
解
』
か
ら
〉

(巻
之

四

吏
律
)

右

の
傍
線
部
A

～

1
を

「
辮
醐
定
本

明
律
国
字
解
』

(
祖
裸
自
筆
本

の
翻
字
)

と
比
較
し
よ
う
。

A
11
無

シ

B
=
こ
と
ご
と
く
尽
し
た

る
に
よ
り
て

C
、
D
口
を

E
口
無
し

F
=
な
ど

G
=
類
よ
せ
ま

で
の
こ
と
に
て

H
11
を
ば

ー
=
多
し

と
こ
ろ
で
、
右

所
引
の
両
書

の
説
は
、

「
諺
解
」
は
六
部

の
職
掌
=
六
律

の

内
容
と

の
説
で
。

「国
字
解
」
は
そ
れ
を
批
判
す
る
説
で
あ

る
。
両
者

の
配
列
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順
序

に
よ

っ
て
、

「
国
字
解
」

の
説

に
但

し
書
き

の
役
を
さ
せ
た
微
妙
な
折
衷

で
あ
る
。
以
下
、
戸
律
か
ら
工
律

の
冒
頭
に
は

「
諺
解
」

の
説

の
み
引

い
て
あ

る
。な

お
、
学
山
が
祖
裸

・
算
洲

よ
り
大
所
高
所

に
立

っ
て
い
る
と
自
負

し
た
事

も
、
本
書
中

に
現
れ
て

い
る
。

一
つ
は
、
題
号

を
め
ぐ

っ
て

「
国
字

解
」
が
、

「
国
号

に
大
字
を
冠
す
る

の
は
当
代
を
尊

ぷ
辞

で
、
後
世
外
国

の
日
本
か
ら
大

明
と
す
る
等

は
、
本
国
を
背
く
謀

叛
で
あ
る
」
と
し
た

の
を
、

「
湧
橦
小
品
』

を
引
い
て
反
駁
し
た
所

に
、
「
荻
生
茂

卿
日
…
…
比

ノ
説
甚

タ
非
也
…
…
是
不
学

ノ
致

ス
所

也
…
…
偏
見

ヲ
執

シ
博

ク
学

バ
サ
ル
者
多

ク
如
此

可
レ
笑

ノ
甚
キ
者

也
」

(巻

一
)
と
あ
る
。
も
う

一
つ
は
、
皇
親
は
天
子

の
外
戚

の
み
と
す
る
説

に
、

「
刑
書
拠
会

」
を

引
い
て
、
天
子
の
親
類
と
し
た
所

で
、

「
是
荻
生

ノ
説
ナ
リ

然

レ
ト
モ
…
…
荻
生

力
説
非

ナ
リ
総

シ
テ
荻
生

力
説
杜
選
多

シ
世

ヲ

誤

ル

コ

ト
多

シ
」

(
巻
二
、
応
議
者
祖

父
有

犯
)
と
あ
る
。

篁
洲

に
対
し

て
は
、

「今

朝

(将
軍
吉
宗
)
在
紀

藩
大

二
玄
輔

(
篁
洲
)
力
説

ヲ
是
ト
セ
ズ
撲

二
命

シ
テ

諺
解

ヲ
校
正

セ
シ
ム

ル
其
説

ヲ
刊

ラ
シ
ム
」

(巻

一
名

例
五
刑
、
流
罪
)
と
あ

る
。以

上
述

べ
た
如

く
、

「大

明
律
例
詳
解
」
は
、
紀
藩
と
護
園

の
律
学

の
折
衷

の
書

で
あ
る
。
よ

っ
て
言
語
資
料
と
し
て
見

れ
ば
、
爽
雑
物

が
多
く
、
学
山
自

身

の
文
言
を
取

り
出
す
作
業

は
必
ず
し
も
容
易

で
は
な

い
。
た
だ
、
漢
文
を
除

け
ば
、
近
世
的
文
章

語

(文
語
文
法

に
従
い
な
が

ら
後
世
的

語
法

・
語
彙
を
交

え

る
)
だ
と
言
う
程
度

は
分
る
が
、

「
訳
義
」
と
比

べ
て
ど
う
か
と
言

っ
た
問

題

は
、
今
後
を
期
し
た
い
。

四

大
明
律
解
の
こ
と
附

紀
州
藩
文

庫
蔵

「大

明
律
解
』

(
写
三
冊
)
は
、

「
明
律
考
』
、
内
閣
文
庫

蔵

「
明
律
類
解
」
と
異
名
同
書

で
、
分
類
辞
書
体

の
明
律
国
字

解
書

で
あ
る
。

内
容
は
祖
裸
著

「
明
律
国
字

解
」

の
抄
出

を
根
幹
と
し
意
味
分
類
辞
書
体

に
改

編
し
た
も

の
で
あ

る

(
拙
稿

「
「
明
律
考
」
三
本

の
比
較
」
和
歌
山
大
教
育
学

部
紀
要
人
分

科
学

三
○
集
、
昭
56
参
照
)
。

作
者

に
つ
い
て
、

「
大
明
律
解
」

に
は
高

瀬
学
山
著
と
す
る
七
沢
精
芳

の
蹟

が
あ

る
が
、

「
明
律
考
』

「
明
律
類
解
」
は
荻
生

祖
篠
著
と
伝

え
ら
れ
、
学
山

説

・
祖
裸
説
あ
る
い
は
未
詳
と
す

る
説
が
あ
る

(松
下
忠
氏
前
掲
書

一
六
○
頁

以
下

や
右
記
拙
稿
参
照
)
。

狙
榛
説
は
、

「考
」

に

「
国
字

解
』
の
作
者
が
書
き

そ
う

に
な

い
誤
り
が
あ

る
故
、
疑
わ
し
い
。
例
え
ば
、

・
総
理
巡
撫
↓
総
理
漕
運
な
ど
見
出
語

の
誤
り

・
都
郡
所

洪
武

ノ
官
制
也
会
典

二
見

ユ
↑
会

典

に
は
見
え
ず
・

学
山
は
、
「
詳
解
」
に

「
国
字

解
』
を
大
量

に
引
い
て
い
る
故

、
「
国
字
解
』

の
抄
出
を
根
幹
と
す

る

「
考
」

(
「大

明
律
解
』
)

の
作
者

に
擬

せ

ら

れ

る

資
格

は
十
分

に
あ
る
。
但
し
、
学
山
著
と
す
る
同
時
代
人

の
証
言
は
、

「
通
家

の
好
」
が
有

っ
た
七
沢
精
芳

の
蹟

の
他

に
無

い
よ
う
で
あ

る
。
精
芳
が

「
因
有

通
家
之
好
得

一
本

蔵
之
久
　
」

の
後
、
新
設

の
明
教

館
に
納
め
る
為

に
人
を
雇

っ
て
謄
写
さ
せ
た
の
は
、
学
山
が
八
十

二
才

で
没
し
て
四
十

四
年
後

の
寛
政

五

年

で
あ

っ
て
、
生
前

ど
れ
程

の
つ
き
あ
い
が
有

っ
た
か
判
然
と
し
な

い
。

そ
う

言
え
ば
、

こ
の

一
本

に
は
漢
字

の
異
体

・
行
書
草
書

を
楷
書

に
訂
し
て
あ
る
が

「
寸

(時

)
」
を

「中
」

に
誤
写
し
た
も

の
を
見
逃
す
等
、
内
容
ま
で
点
検

で

き
て
い
ず
、
精
芳

の
律
学

の
知
識
は
疑
問

で
、
律
学
上

の

つ
き
あ

い
の
程
度
は

分

ら
な
い
。
よ

っ
て
、
学
山
説

に
立

つ
場
合
、

「
国
字
解
』
以
外

の
要

素
の
出

所
等
、
内
徴
か
ら

の
解

明
が
待
た
れ
る
。
今
後

の
研
究
で
明
ら
か

に
し
た
い
。

な
お
、
次

の

「文
会
雑
記
』

の
記
事
か
ら
、
荻
生
北

漢

(叔
達
)
起
源

の
線
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も
検
討

に
値

し
よ
う
。

・
狙
裸
明
律

ヲ
解

セ
ラ
レ
タ

ル
時
、
弟
叔
達
ヒ
タ
ト
御
城

へ
召

テ
、
律

ノ

コ

ト
御

尋

ア
リ
タ

ル
故
、
横
帳

一一
シ
テ
懐
中

セ
ラ
レ
タ

ル
ガ

ア
リ
、
少

ヅ

ツ

叔
達

ノ
コ
ジ

ツ
ケ
モ
ア
リ
。

ソ
レ
ヲ
何
者
カ

コ
シ
ラ
ヘ
テ
、

ニ
セ
物

シ
テ

外

へ
出

シ
タ

ル
也
。

ソ
レ
ユ
ヘ
ニ
セ
モ
ノ

ハ
少
部

ナ
リ
ト
ナ
リ

(巻

三
上
)

こ
れ
も
後
日
を
期

す

お
わ
り
に

以
上
、
国
語
資
料
と
し
て
の
概
観

で
、
深

い
研
究
は
今
後

に
待

つ
。
未
熟
な

考

で
先
学

に
妄
言
を
呈

し
た
点
も
あ

る
か
と
思
う
。

お
許
し
を
乞
う
。
貴
重
な

本

の
閲
覧
、
利
用

に
高

配
を

給

っ
た
内
閣
文
庫
、
和
歌
山
大
学
付

属
図
書
館
真

砂

町
分

館
、
貴
重
な
情
報
を
戴

い
た
東
京
大
学
総
合
図
書
館
参
考
係

に
感
謝
申

し
上
げ

る
。
奥
村

三
雄

・
中
野
三
敏
両
氏
、
諸
先
学

に
感
謝
申
し
上
げ

る
。

(
一
九
八

一
・
十

一
・
三
○
稿
了
)
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